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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の記憶手段と、表示手段と、将来の使用エネルギーの計画値設定手段とを備え、上
記記憶手段に記憶された過去の使用エネルギーの実績情報を上記表示手段に表示している
ときに、上記計画値設定手段により将来の使用エネルギーの計画値を時間帯別に設定する
ようにしたことを特徴とする使用エネルギー管理装置。
【請求項２】
　上記計画値設定手段は、上記記憶手段に記憶された過去の任意の期間が指定されたとき
に、上記表示手段に過去の上記使用エネルギーを統計情報として時間帯別にグラフ表示す
る機能を備えていることを特徴とする請求項１記載の使用エネルギー管理装置。
【請求項３】
　上記計画値設定手段は、上記表示手段に、過去の使用エネルギーの時間帯別の統計情報
を実績グラフとして表示しているときに、同一座標上に将来の使用エネルギーの計画値を
時間帯別に表示する機能を備えていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
使用エネルギー管理装置。
【請求項４】
　上記計画値設定手段は、設定された将来の使用エネルギーの時間帯別の計画値をパター
ン別に設定保存するようにしてなることを特徴とする請求項１から請求項３の何れかに記
載の使用エネルギー管理装置。
【請求項５】
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　上記計画値設定手段によって設定された計画値に基づき、契約電力に対する電力デマン
ドの監視を行う電力デマンド監視部を備えてなることを特徴とする請求項１から請求項４
の何れかに記載の使用エネルギー管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電力会社との契約電力の管理運用の際に、効率的な電力デマンド監視を計
画する場合などに特に好ましく用いることができる使用エネルギー管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の使用エネルギー管理装置である電力デマンド監視装置として、監視対象装置の電
力量を取り込んで現在電力量、デマンド監視終了時点での予測電力を演算し、この予測電
力が予め設定された電力デマンド値を超過しているか否かを判定し、電力デマンド値の超
過が予測されるとその度合いに応じて複数段の警報レベルを出力する機能、これらのデー
タを保存する機能及びこれらのデータを表示データとして送信可能な表示機能、ネットワ
ークへの接続機能を備えた電力デマンド監視装置がある（例えば特許文献１参照）。なお
、電力デマンド監視とは、電力デマンド値（一定時間内での平均電力）を常時監視し、設
定値（例：契約電力の９０％等）を超過する恐れがある場合に警報を出力し、設定値の超
過を防止するためのものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－８０４０３号公報（第１頁、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような電力デマンド監視装置は、一般的にコンピュータプログラムからなるソフ
トウェアを含む監視装置と電力デマンド計測装置からなる。監視装置は、電力デマンド監
視部と契約電力などを保存する記憶部などを有するコンピュータ装置からなる。契約電力
の値は予め決定され、記憶部に記録されている必要があり、電力デマンド監視部は、記憶
部に記録された契約電力値と電力デマンド計測装置から出力される電力デマンド計測値に
基づいて、電力デマンド監視を行う。特許文献１に記載された技術は通信ネットワークを
利用して電力デマンド監視を効率よく実施するようにしたものであるが、従来の電力デマ
ンド監視装置では、契約電力に対する計画値は別途手段にて計画し、予め決定しておく必
要があった。また、過去の電力デマンドの実績データを参考にして計画する場合、別途手
段にて実績データの保存・表示を行う必要があり、特に時間帯別に契約電力を計画する場
合、多大な労力を要するという課題があった。
【０００５】
　この発明は上記のような従来技術の実情に鑑みなされたもので、将来の使用エネルギー
の計画値設定が容易で、作業性が向上された使用エネルギー管理装置を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る使用エネルギー管理装置は、情報の記憶手段と、表示手段と、将来の使
用エネルギーの計画値設定手段とを備え、上記記憶手段に記憶された過去の使用エネルギ
ーの実績情報を上記表示手段に表示しているときに、上記計画値設定手段により将来の使
用エネルギーの計画値を時間帯別に設定するようにしたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明においては、過去の使用エネルギーの実績情報を表示手段に表示しているとき
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に、将来の使用エネルギーの計画値を時間帯別に設定するようにしたので、将来の使用エ
ネルギーの計画値を過去の実績データと視覚的に比較しながら設定できる。このため、計
画値設定が容易で、正確かつ効率的に行うことができる。また、時間帯毎での計画も容易
となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１による使用エネルギー管理装置である電力デマンド監視
装置の要部構成を概略的に示す構成図である。
【図２】図１に示された監視装置により、表示手段に表示された契約電力の過去の実績情
報、及び設定された計画値をグラフ表示した例を示す図である。
【図３】図１に示された監視装置により、将来の使用電力の時間帯毎の計画値を設定し、
パターンの名称を付して保存するときの画面例を示す図である。
【図４】図１に示された監視装置により、将来の各日付に契約電力パターンを設定する際
の表示画面の例を示す図である。
【図５】図１に示された監視装置による処理の流れの要部を概略的に示すフロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　以下、図１～図５を参照して本発明の実施の形態１による使用エネルギー管理装置であ
る電力デマンド監視装置について説明する。図１において、電力デマンド監視装置１は、
記憶手段であるハードディスク、フラッシュメモリなどの記憶装置７ａ、表示手段である
液晶ディスプレイなどの表示装置７ｂ、及び何れも図示省略している中央処理装置、各種
入出力インターフェイス、並びにキーボード、及びマウス等のポインティングデバイスを
含む入力装置を備えたコンピュータ装置と、このコンピュータ装置を動作させる電力デマ
ンド監視ソフトウェアを有する設定・監視部２と、電力デマンド計測装置３からなる。上
記設定・監視部２は、電力デマンド監視部４、グラフ表示部５、並びに契約電力パターン
設定部６ａ、及び設定カレンダー部６ｂからなる計画値設定手段６を備えている。なお、
電力デマンド計測装置３は例えば従来技術による一般的な計測手段などを特別な制限なく
用いることができる。
【００１０】
　上記グラフ表示部５は、記憶装置７ａに記憶された過去の電力デマンドなど使用エネル
ギーの実績情報や設定された契約電力パターンなどをグラフ表示する。表示装置７ｂに表
示される図２に例示する画面上部における、過去の電力デマンド実績値の表示期間を指定
するための期間指定部８に、ユーザからデータが入力され、グラフ表示ボタン９がマウス
等でクリックされると、電力デマンド実績値の最大値１０と、平均値１１と、最小値１２
からなる統計情報が時間帯別の折れ線グラフとして表示される。
【００１１】
　なお、後述するステップで、将来の契約電力の時間帯別の計画値（契約電力パターン）
が入力されると、その契約電力計画値１３が同一座標軸上に時間帯別の折れ線グラフとし
て追加表示される。なお、表示期間を指定する際には、期間指定部８をマウス等でクリッ
クすることで、日付のキーボード入力が可能となる。なお、年と月を指定したときに当該
年月のカレンダーを表示させ、表示されたカレンダー上の所望の日にち（範囲）をマウス
等でクリックすることで、表示期間を指定するようにしても良い。
【００１２】
　一方、上記契約電力パターン設定部６ａの機能を動作させるときには、図３に例示され
る画面により行われる。なお、図２、図３の画面、及び後述する図４の画面は、好ましく
は例えば１つの大きな表示装置７ｂに同時に並べて表示され、あるいは並置された複数の
小さな表示装置７ｂに同時に表示される。図３において、契約電力パターン表示部１４は
、契約電力パターン毎に付与された契約電力パターンの名称を表示し、新規に設定し、あ
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るいは変更するためのものである。ボタン１４ａをマウス等でクリックすることで、例え
ばデフォルトで設定された複数の契約電力パターン名が一覧表示され、あるいは過去に設
定された契約電力パターンがある場合には、それを含む契約電力パターン名が一覧表示さ
れ、その中から任意のものを選択可能である。
【００１３】
　また、キーボード入力により、契約電力パターンの名称を変更し、あるいは新たな契約
電力パターン名を設定することも可能に構成されている。また、契約電力の時間帯入力部
１５には、任意の該当部分をマウス等でクリックすることで時間帯のキーボード入力が可
能である。また、時間帯毎に契約電力の計画値を設定するための契約電力計画値入力部１
６は、任意の該当部分をマウス等でクリックすることでキーボード入力が可能である。な
お、契約電力計画値入力部１６の右隣りには契約電力の単位１７が図の例では「ｋｗ」の
ように表示される。上記契約電力パターン表示部１４、時間帯入力部１５、及び契約電力
計画値入力部１６の各欄に所望の設定入力を行った後、保存ボタン１８をマウス等でクリ
ックすることで、設定された各データが記憶装置７ａに保存される。
【００１４】
　また、上記設定カレンダー部６ｂにおいては、図４に例示する画面に基づいて設定が行
われる。図４において、画面上部には表示する年月を選択するための年月選択ボックス１
９が配設されており、マウス等でボタン１９ａ、または１９ｂをクリックすることで、年
、または月を選択可能である。なお、例えば国民の祝日、振替休日、ユーザ企業等の独自
の休日などを別途データファイルとして記憶装置７ａに保存しておき、年月選択ボックス
１９でカレンダーを呼び出したときに、それらの休日を例えば赤色文字で表示し、あるい
は休日を稼働日にしている場合に該当日にマークを付すなどの機能を付加するように構成
しても差し支えない。さらに、画面右上方側には、図３で設定された契約電力パターンの
表示部が配設され、契約電力パターン名称２０とその契約電力パターンに対応する契約電
力パターン番号２１がシリーズ番号順に一覧表示される。
【００１５】
　そして、画面中央部から左側の主スペースには年月選択ボックス１９で指定された年月
のカレンダー２２が表示され、表示された各日付の直下部に、当該日の契約電力パターン
番号２１から選ばれた番号をそれぞれ設定入力するように構成されている。なお、契約電
力パターン番号を設定するには、契約電力パターン番号２１の中から設定しようとする所
定の番号をマウス等でクリックした後、所望の日付をマウス等で順次クリックすることで
、直前にクリックした契約電力パターン番号２１に設定することができる。上記のように
所要データを設定した後、保存ボタン２３をマウス等でクリックすることで、設定カレン
ダー２２で設定された内容が記憶装置７ａに保存される。
【００１６】
　一方、上記電力デマンド監視部４では、上記のように構成されたプログラムで設定され
た契約電力パターンの計画値を用いて電力デマンド監視が行われる。なお、電力デマンド
監視部４のシステム構成、監視方式、制御方式等は従来技術による例えば公知のものを適
宜選択して用いることができる部分であるので、ここでは説明を省略する。
　次に上記のように構成された実施の形態１の動作について、図５のフロー図を参照して
同図中に示すステップＳ１～Ｓ１０の順に説明する。なお、図２、図３、及び図４の画面
を起動するためのボタン類は、設定監視部２が起動されたときの図示省略している初期画
面に設けられている。
【００１７】
Ｓ１．図２の画面を起動する。
Ｓ２．図２の期間指定部８をマウス等でクリックし、過去、例えば前年または前々年等過
年度同時期の電力デマンド実績値の表示期間を指定した後、グラフ表示ボタン９をクリッ
クする。
Ｓ３．図２のように、画面上にステップＳ２で指定された期間に対応する過去の電力デマ
ンド実績値の最大値１０、平均値１１、最小値１２が折れ線グラフとして表示される。
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Ｓ４．図３の画面を起動し、ボタン１４ａをクリックして契約電力パターン表示部１４に
新規に登録し、または更新しようとする契約電力パターン名を選択する。名称の変更が必
要な場合、更新入力を行う。
Ｓ５．続いて、図２に表示された過去の電力デマンド実績値の情報を参照しながら、時間
帯入力部１５、及び契約電力計画値入力部１６に所望のデータを入力して、時間帯別の計
画値を入力した後、保存ボタン１８をクリックする。
【００１８】
Ｓ６．図２の画面にステップＳ４、Ｓ５で設定された契約電力計画値が追加表示されるの
で、過去の電力デマンド実績値の最大値１０、平均値１１、最小値１２と比較して、確認
する。
Ｓ７．ステップＳ６における比較、確認の結果、修正を必要とする場合はステップＳ４に
戻り、修正を必要としない場合は次のステップＳ８に進む。なお、修正するときは、図３
の画面で時間帯入力部１５と契約電力計画値入力部１６を再入力し、保存ボタン１８をク
リックする。
Ｓ８．図４の画面を起動する。そして、将来の具体的な日にち毎にそれぞれ計画した所望
の契約電力パターンのパターン番号を設定し、保存ボタン２３をクリックして設定内容を
保存する。
Ｓ９．ステップＳ８において保存した内容に変更が必要な場合、ステップＳ４に戻り、保
存された内容を必要に応じて変更する。
Ｓ１０．電力デマンド監視部４において、電力デマンド監視を行うときは、電力デマンド
計測装置３から入力される電力デマンド計測値と、計画値設定手段６で設定された契約電
力パターンの計画値に基づき、電力デマンド監視が実行される。
【００１９】
　上記のように、実施の形態１においては、計画値設定手段６によって、過去の実績値の
統計情報を図２のようにグラフとして視覚的に表示しながら、将来の契約電力の時間帯毎
の計画値を設定することができる。また、設定した契約電力の時間帯毎の計画値を過去の
実績値のグラフに追加し、過去の実績情報と比較することができるなどの支援機能を有す
る。また、設定した計画契約電力の時間帯毎の計画値は、契約電力パターンとして保存さ
れる。また、電力デマンド監視部４により、計画値設定手段６によって設定保存された契
約電力パターンの計画値に基づいて、従来の監視装置と同様に電力デマンドの監視を実行
するものである。
【００２０】
　上記のように、実施の形態１によれば、過去の使用エネルギーの実績情報を表示装置７
ｂに表示しているときに、将来の使用エネルギーの計画値を時間帯別に設定し得るように
したので、ユーザは将来の使用エネルギーの計画値を過去の実績データと視覚的に比較し
ながら設定できる。このため、計画値設定が容易で、正確かつ効率的に行うことができる
。また、時間帯毎での計画も容易となる。また、設定した契約電力の計画値を契約電力パ
ターンとして保存し、そのまま電力デマンド監視部４において将来の電力デマンドの監視
に使用できるため、業務を効率化できるなどの効果が得られる。さらに、設定の効率化に
より、省エネにつなげることもできる。
【００２１】
　なお、上記実施の形態の説明では、エネルギーが電力の場合について説明したが、電力
に限定されるものではなく、例えばガス、石油類など、他のエネルギーの管理にも同様に
適用することができる。また、使用エネルギー管理装置の構成、画面のレイアウト、図５
のフロー図に例示された操作や動作の手順など、この発明の範囲内で種々の変更や変形が
可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００２２】
　１　電力デマンド監視装置、　２　設定・監視部、　３　電力デマンド計測装置、　４
　電力デマンド監視部、　５　グラフ表示部、　６　計画値設定手段、　６ａ　契約電力
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パターン設定部、　６ｂ　設定カレンダー部、　７ａ　記憶装置、　７ｂ　表示装置、　
８　期間指定部、　９　グラフ表示ボタン、　１０　最大値、　１１　平均値、　１２　
最小値、　１３　契約電力計画値、　１４　契約電力パターン表示部、　１４ａ　ボタン
、　１５　時間帯入力部、　１６　契約電力計画値入力部、　１７　契約電力の単位、　
１８　保存ボタン、　１９　年月選択ボックス、　１９ａ、１９ｂ　ボタン、　２０　契
約電力パターンの名称、　２１　契約電力パターン番号、　２２　カレンダー、　２３　
保存ボタン。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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